
提

出

者

鉢

呂

吉

雄

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
提
出

質

問

第

三

四

号

北
海
道
警
察
に
お
け
る
国
費
及
び
北
海
道
費
流
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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北
海
道
警
察
に
お
け
る
国
費
及
び
北
海
道
費
流
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
一
月
以
降
、
北
海
道
警
察
は
、
旭
川
中
央
警
察
署
の
捜
査
用
報
償
費
（
北
海
道
費
）
支
出
に
関
す
る
裏
金
づ
く
り
が

あ
っ
た
と
の
疑
惑
が
持
た
れ
、
今
年
に
入
り
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
を
設
立
し
、
捜
査
費
（
国
費
）
及
び
捜
査
用

報
償
費
（
北
海
道
費
）
に
つ
い
て
、
内
部
調
査
を
続
け
て
い
る
。
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
は
、
本
年
九
月
十
三

日
、
平
成
十
年
度
か
ら
同
十
二
年
度
に
お
け
る
捜
査
費
、
捜
査
用
報
償
費
、
旅
費
（
国
費
、
道
費
）
、
交
際
費
及
び
食
料
費
に

つ
い
て
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
の
、
中
間
報
告
（
捜
査
用
報
償
費
等
特
別
調
査
進
捗
状
況
報
告
・
以
下
単
に
「
報
告
」
と
い

う
）
を
な
し
た
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
平
成
十
年
度
か
ら
同
十
二
年
度
ま
で
に
約
十
一
億
円
が
不
正
に
支

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
不
正
支
出
金
は
、
北
海
道
警
察
の
ほ
と
ん
ど
の
部
署
に

お
い
て
、
慣
行
的
・
組
織
的
に
不
正
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
報
告
は
、
昨
年
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
北
海
道
警
察
の
裏
金
疑
惑
を
北
海
道
警
察
自
ら
が
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と

も
に
、
「
慣
行
的
・
組
織
的
」
不
正
事
実
は
、
北
海
道
警
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
付
け
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
不
正
支
出
は
、
北
海
道
費
に
限
ら
ず
国
費
ま
で
を
も
不
正
支
出
し
て
い
た
も
の
で
、
重
大
な
国
政

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

一



以
上
の
観
点
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。
な
お
、
問
題
の
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
国
会
法
七
十
五

条
二
項
に
規
定
す
る
と
お
り
、
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で

も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

�

不
適
正
（＝
不
正
）
な
予
算
執
行
に
つ
い
て

（
�
）

原
田
宏
二
氏
（
元
北
海
道
警
察
釧
路
方
面
本
部
長
）
の
実
名
証
言
（
平
成
十
六
年
二
月
十
日
）
、
斉
藤
邦
雄
氏

（
元
北
海
道
警
察
弟
子
屈
署
次
長
）
の
実
名
証
言
（
平
成
十
六
年
三
月
一
日
）
に
対
し
、
警
察
庁
は
如
何
な
る
認
識

を
も
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
証
言
内
容
の
事
実
確
認
は
行
っ
た
の
か
。
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
方
法

で
行
わ
れ
、
そ
の
確
認
の
内
容
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何

な
る
理
由
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

（
�
）

北
海
道
警
察
に
お
け
る
平
成
十
年
度
か
ら
同
十
二
年
度
に
お
け
る
国
費
の
不
正
支
出
に
つ
い
て
、
北
海
道
警
察
本

部
に
よ
る
報
告
が
な
さ
れ
た
九
月
十
三
日
以
前
に
、
政
府
は
知
っ
て
い
た
の
か
。

（
�
）

前
項
で
、
知
ら
な
か
っ
た
、
と
答
弁
し
た
場
合
、
従
来
の
会
計
検
査
院
の
検
査
で
、
な
ぜ
発
覚
し
な
か
っ
た
と
考

え
る
の
か
。

二



（
�
）

会
計
検
査
院
の
検
査
で
発
覚
し
な
か
っ
た
場
合
、
北
海
道
警
察
に
よ
る
会
計
検
査
の
偽
装
等
が
行
わ
れ
て
い
た
の

か
。

（
�
）

北
海
道
警
察
に
お
け
る
不
正
支
出
は
、
誰
に
よ
る
指
示
で
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
指
示
は
明
示
な
の
か
、
黙
示
な

の
か
。

（
�
）

北
海
道
警
察
に
お
け
る
不
正
支
出
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
調
査
、
検
査
を
行
う
つ
も
り
な
の
か
。

（
�
）

北
海
道
警
察
の
不
正
支
出
は
、
会
計
検
査
院
の
検
査
で
は
従
来
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
後
検
査
に

よ
っ
て
発
見
す
る
た
め
に
は
従
来
と
は
異
な
る
特
別
の
検
査
が
必
要
と
考
え
る
が
、
従
来
と
は
異
な
る
検
査
方
法
の

必
要
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

（
�
）

北
海
道
警
察
に
お
け
る
不
正
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
不
正
に
領
得
さ
れ
た
金
員
が
、
い
か
な
る
使
途
に
使
わ
れ
た

か
、
調
査
を
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
�
）

報
告
に
、
北
海
道
警
察
本
部
は
「
不
適
正
な
予
算
執
行
」
と
し
て
い
る
が
、
不
適
正
と
判
断
し
た
根
拠
は
、
何
を

も
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
根
拠
・
基
準
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
警
察
庁
が
判
断
す
る
「
不
適
正
な
予

算
執
行
」
の
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

三



（
１０
）

報
告
に
、
「
不
適
正
な
予
算
執
行
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
執
行
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

（
１１
）

報
告
に
、
「
不
適
正
な
予
算
執
行
」
と
「
正
規
な
予
算
執
行
手
続
き
を
経
ず
」
の
文
言
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
文
言
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
１２
）

報
告
に
、
「
捜
査
用
報
償
費
を
不
適
正
執
行
し
た
部
署
の
う
ち
、
過
半
数
の
部
署
で
捜
査
用
報
償
費
と
捜
査
費
を

区
分
せ
ず
一
括
管
理
し
て
い
た
実
態
」
と
あ
る
が
、
過
半
数
の
部
署
と
は
い
ず
れ
か
。
ま
た
一
括
管
理
と
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
内
容
・
方
法
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
１３
）

報
告
に
、
「
自
部
署
の
捜
査
用
報
償
費
等
を
執
行
し
な
い
職
員
あ
る
い
は
他
部
署
の
知
り
合
い
の
職
員
に
依
頼
を

し
て
作
成
」
「
領
収
書
が
未
徴
収
で
あ
っ
た
た
め
、
他
の
領
収
書
を
添
付
」
と
あ
る
が
、
正
規
の
領
収
書
を
取
得
で

き
な
い
理
由
は
何
れ
に
あ
る
の
か
。
事
実
と
異
な
る
領
収
書
の
作
成
は
偽
造
と
な
ら
な
い
か
。
併
せ
て
偽
造
の
場
合

は
「
私
文
書
偽
造
罪
」
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
。

（
１４
）

平
成
十
六
年
度
第
三
回
北
海
道
議
会
一
般
質
問
答
弁
に
、
「
正
規
の
会
計
手
続
き
に
則
り
捜
査
用
報
償
費
等
を
執

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
が
不
足
し
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
所
属
長
等
は
会
計
処
理
等
、
実
務
に
携
わ
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る
の
か
。
ま
た
こ
れ
ま
で
所
属
長
等
に
対
し
て
、
会
計
処
理
の
知
識
を
会
得
さ
せ
る
機
会
は
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
法
な
の
か
。

（
１５
）

平
成
十
六
年
度
第
三
回
北
海
道
議
会
一
般
質
問
答
弁
に
、
「
公
的
使
用
」
「
準
公
的
使
用
」
「
私
的
使
用
」
と
あ

る
が
、
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
位
置
付
け
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
「
公
的
使
用
」
「
準
公
的
使
用
」
は
会
計
上
、

ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
併
せ
て
「
公
的
使
用
」
「
準
公
的
使
用
」
の
執
行
責
任
者
は
、
い
ず
れ
の
も

の
な
の
か
。

（
１６
）

こ
れ
ま
で
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
が
公
表
し
て
き
た
「
報
告
」
の
内
容
は
要
約
と
い
う
形
で
の
公
表

に
な
っ
て
お
り
、
民
意
が
求
め
る
、
事
実
・
真
実
の
解
明
に
は
応
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
公
表
さ
れ

る
「
最
終
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
査
内
容
の
適
否
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
情
報
開
示
・
公
開
の
視

点
に
た
ち
、
調
査
し
た
全
て
の
資
料
を
国
会
に
提
出
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
如
何
か
。

（
１７
）

報
告
に
よ
る
と
、
国
費
に
お
い
て
も
裏
金
づ
く
り
と
目
的
外
使
用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
警
察
庁
は
、
各
都
道
府

県
警
の
国
費
予
算
の
執
行
状
況
を
早
急
に
確
認
（
監
査
）
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
如
何
か
。
確
認
を
し
た
と
さ
れ
る

な
ら
、
そ
れ
は
如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
。

五



（
１８
）

国
費
の
裏
金
化
に
つ
い
て
警
察
庁
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

（
１９
）

北
海
道
警
察
本
部
が
今
後
示
す
国
費
の
返
還
に
つ
い
て
、
返
還
額
算
定
の
根
拠
、
妥
当
性
に
つ
い
て
、
警
察
庁
は

ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
す
る
の
か
。

�

会
計
課
の
業
務
に
つ
い
て

（
�
）

全
部
署
の
会
計
課
職
員
に
は
、
通
常
の
会
計
処
理
の
ス
キ
ル
は
備
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
会
計
処
理
を
行
う

知
識
の
会
得
は
、
如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
の
か
。

（
�
）

会
計
課
は
不
適
正
執
行
を
行
っ
て
い
た
所
属
長
等
か
ら
、
捜
査
費
及
び
捜
査
用
報
償
費
の
不
適
正
な
会
計
処
理
に

関
し
て
相
談
を
受
け
て
い
た
事
実
は
あ
る
の
か
。
ま
た
会
計
課
は
、
捜
査
費
及
び
捜
査
用
報
償
費
の
不
適
正
な
会
計

処
理
に
関
し
て
、
所
属
長
等
に
対
し
て
指
示
・
指
導
を
し
て
い
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如

何
な
る
内
容
の
も
の
か
。

（
�
）

北
海
道
警
察
本
部
会
計
課
は
各
署
会
計
課
に
対
し
て
、
国
費
及
び
北
海
道
費
の
執
行
・
管
理
に
あ
た
っ
て
指
示
・

指
導
を
行
う
こ
と
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
内
容
に
つ
い
て
の
指
示
・
指
導
か
。

（
�
）

報
告
に
、
「
会
計
課
担
当
職
員
が
執
行
実
態
と
異
な
る
支
出
関
係
書
類
を
作
成
す
る
な
ど
の
予
算
執
行
形
態
が
継
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続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
処
理
を
行
っ
て
い
た
の
は
担
当
職
員
の
全
員
か
、
特
定
の
者
か
。

（
�
）

報
告
に
、
「
内
部
に
お
け
る
会
計
検
査
」
と
あ
る
が
、
会
計
検
査
は
何
を
目
的
に
行
っ
て
お
り
、
誰
が
誰
に
対
し

て
行
う
も
の
な
の
か
。

�

北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員
会
に
つ
い
て

（
�
）

本
委
員
会
の
調
査
委
員
百
五
十
人
の
う
ち
四
十
人
が
当
時
、
所
属
長
等
と
し
て
配
属
さ
れ
て
い
た
が
、
配
属
署
当

時
、
不
適
正
な
予
算
執
行
は
存
在
し
て
い
た
の
か
。
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
実
際
に
執
行
に
関
わ
っ
て
い

た
の
か
、
も
し
く
は
認
知
（
黙
認
）
し
て
い
た
の
か
。

（
�
）

報
告
に
、
「
無
作
為
に
抽
出
し
て
捜
査
員
に
支
払
清
算
書
等
の
支
出
関
係
書
類
を
示
し
て
執
行
状
況
等
に
つ
い
て

聴
取
」
と
あ
る
が
、
如
何
な
る
根
拠
を
も
っ
て
無
作
為
に
抽
出
し
た
の
か
。

（
�
）

調
査
委
員
が
当
時
、
署
に
配
属
さ
れ
て
い
た
時
の
各
費
目
の
執
行
責
任
者
と
会
計
処
理
担
当
者
は
誰
で
あ
っ
た

か
。

�

旅
費
に
つ
い
て

（
�
）

報
告
に
、
「
警
察
本
部
の
一
部
署
に
お
い
て
旅
費
（
北
海
道
費
）
を
交
際
費
経
費
等
に
充
て
る
と
い
う
不
適
正
な

七



執
行
」
と
あ
る
が
、
旅
費
を
交
際
経
費
に
充
て
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

（
�
）
項
に
関
連
し
、
一
部
署
と
は
、
い
ず
れ
の
部
署
な
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

報
告
に
、
「
北
海
道
費
旅
費
の
執
行
調
査
は
全
職
員
を
対
象
に
書
面
調
査
」
と
あ
る
が
、
書
面
調
査
の
内
容
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
書
面
調
査
は
、
い
つ
の
時
期
を
も
っ
て
終
了
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
公
表
さ
れ
る
の

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

北
海
道
警
察
北
見
方
面
本
部
警
備
課
に
つ
い
て

（
�
）

会
計
検
査
院
に
存
在
の
有
無
を
指
摘
さ
れ
た
パ
ブ
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
し
た
「
観
光
マ
ッ
プ
、
求
人

広
告
、
店
舗
関
係
者
の
名
刺
」
の
う
ち
、
求
人
広
告
だ
け
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
た
と
さ
れ
る
が
、

�

警
察
庁
に
求
人
広
告
だ
け
が
提
出
さ
れ
た
理
由
は
如
何
な
る
も
の
か
。

�

警
察
庁
に
求
人
広
告
だ
け
を
提
出
し
た
の
は
、
誰
の
判
断
・
指
示
な
の
か
。

�

作
成
さ
れ
た
証
明
資
料
「
観
光
マ
ッ
プ
、
店
舗
関
係
者
の
名
刺
」
は
現
在
、
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
�
）

会
計
検
査
院
へ
の
証
明
資
料
（
求
人
広
告
）
は
「
警
察
庁
へ
の
資
料
送
付
は
、
北
海
道
警
察
本
部
ま
た
は
北
見
方

面
本
部
か
ら
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
っ
た
」
と
北
海
道
警
察
本
部
は
回
答
し
て
い
る
が
、

八



�

フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
る
資
料
の
送
付
は
誰
の
指
示
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
送
信
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

送
信
元
を
、
北
海
道
警
察
本
部
ま
た
は
北
見
方
面
本
部
、
と
し
て
い
る
が
、
送
信
元
を
特
定
で
き
な
い
理
由
は

如
何
な
る
も
の
か
。

�

こ
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
受
信
し
た
の
は
警
察
庁
の
い
ず
れ
の
部
署
か
。
ま
た
受
信
の
有
無
は
確
認
さ
れ
て
い
る
の

か
。

（
�
）

警
察
庁
及
び
北
海
道
警
察
本
部
は
、
パ
ブ
の
実
在
の
有
無
を
確
認
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
確
認
し
な

か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

北
見
方
面
本
部
警
備
課
長
は
い
ず
れ
の
者
に
証
明
資
料
（
三
点
）
の
作
成
を
指
示
し
た
の
か
。

（
�
）

北
見
方
面
本
部
警
備
課
長
か
ら
作
成
の
指
示
を
受
け
た
者
は
、
「
知
り
合
い
の
印
刷
業
者
に
作
成
を
依
頼
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、

�

そ
の
印
刷
業
者
と
作
成
指
示
を
受
け
た
者
の
関
係
は
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
も
の
か
。

�

印
刷
業
者
へ
の
印
刷
代
金
の
支
払
は
行
わ
れ
た
の
か
。
支
払
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
支
出
費
目
は
何
れ
に
該

九



当
す
る
の
か
。
ま
た
領
収
書
は
残
存
し
て
い
る
の
か
。

（
�
）

本
件
は
明
ら
か
に
「
業
務
上
横
領
罪
」
「
詐
欺
罪
」
「
私
文
書
偽
造
罪
」
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
警
察

庁
及
び
北
海
道
警
察
本
部
に
は
、
刑
事
事
件
と
し
て
捜
査
・
立
件
を
行
う
意
思
は
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


